
桑名市告示第68号 

桑名市高齢者ふれあい入浴事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年３月12日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

桑名市高齢者ふれあい入浴事業実施要綱の一部を改正する告示 

桑名市高齢者ふれあい入浴事業実施要綱（平成17年桑名市告示第174号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第２号中「50円」を「100円」に改める。 

別記様式を次のように改める。 

 

  



 



 

 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


